
議案第43号

目黒区立児童館条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成30年6月18日

提出者目黒区長 青 木 英
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目黒区立児童館条例の一部を改正する条例

目黒区立児童館条例（昭和49年3月目黒区条例第18号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第2中
「

」

を

「

」

に改める。

付則

この条例は、規則で定める日から施行する。

へ

(説明） 油面住区センター児童館に分室を設置するため、条例改正の必要を

認め、この案を提出します。ー

同 目黒区民センター児

童館田道小学校内分室

同 目黒一丁目15番28号

同 目黒区民センター児

童館田道小学校内分室

同 目黒一丁目15番28号

同 油面住区センター児

童館油面小学校内分室

同 中町一丁目5番4号
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資料 1

目黒区立児童館条例の一部を改正する条例案新旧対照表 （－は、改正点）
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改 正 案 現 行 条 例

別表第2 （第2条関係）

名称 位置

(現行に同じ。 ）
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(現行に同じ。 ）
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別表第2 （第2条関係）

名称 位置

（省 略）
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（省 略）



資料2

目黒区立油面住区センター児童館油面小学校内分室位置図●

（東京都目黒区中町一丁目 5番4号）●

●
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